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オプション取引に係る立会外取引制度の導入について 
平成１８年１１月２８日 
株式会社東京証券取引所 

 

項    目 内    容 備    考 
Ⅰ．趣旨 ・ 当取引所は、平成１０年以降、投資者の利便性向上の観点から株価指数先物取引及

び国債証券先物取引に順次立会外取引を導入してきましたが、オプション取引に関

しては、十分な取引ニーズを確認できなかったことから立会外取引の導入を見送っ

てきました。 

 

 ・ しかしながら、市場環境が大きく変化する中で、オプション取引に対する取引需要

が高まってきており、同取引についても立会外取引導入を望む声が強くなってきて

おります。 

 

 ・ オプション取引においては、原商品と組み合わせた取引や、異なる種類のオプショ

ン同士を組み合わせた合成ポジションを形成する取引が多く見られますが、オーク

ション市場しか存在しない現状では、投資者は注文の一部が未執行となるリスクを

負うこととなっております。 

 

 ・ こうした状況を受け、投資者の利便性向上及び当取引所オプション取引市場のヘッ

ジ機能等の一層の充実を図るため、オプション取引に係る立会外取引を導入するこ

ととします。 

 

   
Ⅱ．取引の仕組み   
１．対象取引 
 

・ 次に掲げるオプション取引について、立会外取引を行うことができることとします。 
①株券オプション取引 
②株価指数オプション取引 
③国債証券先物オプション取引 
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 ・ 立会取引において、取引開始日以後取引が成立したことがない銘柄については、立

会外取引を行うことができないこととします。 
 

   
２．申込時間 ・ 株券オプション取引については、午前８時２０分から午後４時まで（半休日におい

ては、午前８時２０分から正午まで）とします。 
 
 

 ・ 株価指数オプション取引については、午前８時２０分から午後４時まで（半休日に

おいては、午前８時２０分から正午まで）とします。 
 

 ・ 国債証券先物オプション取引については、午前８時２０分から午後３時１０分まで

及び午後３時３０分から午後６時２０分まで（半休日においては、午前８時２０分

から午前１１時２０分まで）とします。 

 

   
３．取引契約締結の方

法 
・ 立会外取引による売付け又は買付けの申込みの一方の申込みと、当該申込みに対当

させるために行われた申込みが合致したとき、当該申込みの間に取引を成立させる

こととします。 

・ 同一の取引参加者間でも、異な

る取引参加者間でも取引可能と

します。 
 ・ 立会外取引の申込みを行おうとする取引参加者は、当取引所が定める様式による申

込書をＦＡＸにより当取引所に提出する方法により行うものとします。 
 

 ・ 申込みにあたっては、顧客の委託に基づく申込みか自己の計算による申込みかの別

その他当取引所が必要と認める事項を明らかにするものとします。 
・ 異なる取引参加者間の場合、取

引理由（ロールオーバー、建玉

集約、その他）を明示するもの

とします。 
   
４．取引値段 ・ 取引参加者は、立会外取引の基準値段に、直前の権利行使対象商品の約定値段（特

別気配値段を含む。）又は対象株価指数にⅩ％を乗じて得た数値を加減して得た値

段の範囲内の各対象取引の呼値の単位（ただし、株価指数オプション取引について

は、０．１ポイントとします。）の整数倍の値段で、申込みを行うものとします。 

・ Ⅹについては、株券オプション

取引及び株価指数オプション取

引では５％、国債証券先物オプ

ション取引では０．５％としま

す。 
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 ・ 立会外取引の基準値段は、当取引日の立会取引における申込時点の直前の約定値段

（特別気配値段を含む。当該直前の約定値段がない場合は、当取引所が算出する理

論価格）とします。 

 

   
５．取引数量 ・ 各対象商品の取引単位の１００倍以上の数量により行うものとします。  
   
６．取引の一時中断及

び取引の停止 
・ 当取引所が、株価指数オプション取引の銘柄について立会による取引を一時中断し

た場合には、当該銘柄の取引を一時中断している間、当該銘柄に係る立会外取引を

一時中断することとします。 

 

 ・ 当取引所が必要と認める場合は、オプション取引に係る立会外取引を停止すること

ができるものとします。 
 

   
７．建玉及び証拠金

等 
・ 立会外取引により成立した売付け又は買付けは、各銘柄における売付け又は買付け

として取り扱うものとします。 
 

   
８．顧客による権利行

使の指示の時限（株

券オプション取引） 

・ 権利行使日の午後立会終了時以降に成立した株券オプション取引に係る立会外取引

の委託を行った顧客が当該銘柄に係る権利行使を取引参加者に委託する場合には、

当該銘柄に係る権利行使の数量を、午後４時までに取引参加者に指示するものとし

ます。 

・ 通常の時限は、午後３時４５分

です。 

 ・ 当該銘柄が本質的価値を有する場合においては、当該顧客から権利行使の指示があ

ったものとみなします。ただし、午後４時までに権利行使を行わない旨の申告を行

った場合には、この限りでありません。 

 

   
９．取引内容の公表 ・ 取引時間終了後、立会外取引に係る各銘柄の四本値、取引高、取引代金及び約定値

段一覧をＴａｒｇｅｔの東証サイトに掲載することにより取引参加者に通知しま

す。 
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 ・ 四本値、取引高、取引代金を報道機関への資料配布等により公表します。  
 ・ 建玉残高確定後、立会外取引に係る転売又は買戻しを含めた建玉残高を相場報道シ

ステム等を通じて公表します。 
 

   
Ⅲ．実施時期 ・ 平成１９年３月を目途とします。  
   

以 上 


